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議
院
送
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）
要
旨

本
法
律
案
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
一
層
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

に
よ
り
燃
料
資
源
の
有
効
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
工
場
等
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
の
義
務
の
対
象
を
工
場
等
ご
と
か

ら
事
業
者
ご
と
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
住
宅
・
建
築
物
分
野
の
対
策
の
強
化
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
工
場
等
に
係
る
措
置
等

１

事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項

イ

事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
関
し
、
工
場
等
（
工
場
又
は
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
を
い
う
。
）
で

あ
っ
て
専
ら
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
も
の
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

事
項
を
加
え
る
。

ロ

事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
業
種
別
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
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勘
案
し
て
定
め
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必
要
な
改
定
を
す
る
。

２

特
定
事
業
者

イ

経
済
産
業
大
臣
は
、
工
場
等
を
設
置
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
そ
の
設
置
し
て
い
る
す
べ
て
の
工
場
等
に
お
け
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
使
用
量
の
合
計
量
が
政
令
で
定
め
る
数
値
以
上
で
あ
る
も
の
を
、
特
定
事
業
者
と
し
て
指
定
す
る
。

ロ

特
定
事
業
者
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
統
括
者
等
の
選
任
、
中
長
期
的
な
計
画
の
作
成
、
定
期
の
報
告
及
び
合
理

化
計
画
に
係
る
指
示
・
命
令
等
の
措
置
に
係
る
規
定
を
設
け
る
。

３

特
定
連
鎖
化
事
業
者

イ

経
済
産
業
大
臣
は
、
定
型
的
な
約
款
に
よ
る
契
約
に
基
づ
き
、
特
定
の
商
標
、
商
号
そ
の
他
の
表
示
を
使
用
さ
せ
、

商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
に
関
す
る
方
法
を
指
定
し
、
か
つ
、
継
続
的
に
経
営
に
関
す
る
指
導
を
行
う
事
業
で
あ

っ
て
、
当
該
約
款
に
、
当
該
事
業
に
加
盟
す
る
者
（
以
下
「
加
盟
者
」
と
い
う
。
）
が
設
置
し
て
い
る
工
場
等
に
お
け

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
条
件
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
定
め
が
あ
る
も
の
を

行
う
者
（
以
下
「
連
鎖
化
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
連
鎖
化
事
業
者
が
設
置
し
て
い
る
す
べ
て
の
工
場
等

及
び
加
盟
者
が
設
置
し
て
い
る
す
べ
て
の
工
場
等
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量
の
合
計
量
が
政
令
で
定
め
る
数
値
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以
上
で
あ
る
も
の
を
、
特
定
連
鎖
化
事
業
者
と
し
て
指
定
す
る
。

ロ

特
定
連
鎖
化
事
業
者
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
統
括
者
等
の
選
任
、
中
長
期
的
な
計
画
の
作
成
、
定
期
の
報
告
及

び
合
理
化
計
画
に
係
る
指
示
・
命
令
等
の
措
置
に
係
る
規
定
を
設
け
る
。

二
、
建
築
物
に
係
る
措
置
等

１

第
一
種
特
定
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
規
模
の
建
築
物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以
下

「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
特
に
図
る
必
要
が
あ
る
大
規
模
な
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
を
第
一
種
特
定
建
築
物
と
し
、
第
一
種
特
定
建
築
物
に
係
る
届
出
を
し
た
者
に
対
す

る
命
令
の
規
定
を
設
け
る
。

２

第
二
種
特
定
建
築
物

第
一
種
特
定
建
築
物
以
外
の
特
定
建
築
物
（
以
下
「
第
二
種
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
新
築
又
は
一
定
規
模
以
上

の
増
改
築
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
届
出
義
務
並
び
に
届
出
に
係
る
定
期
報
告
及
び
勧
告
等
の
規
定
を
設
け
る
。

３

登
録
建
築
物
調
査
機
関
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イ

第
一
種
特
定
建
築
物
又
は
第
二
種
特
定
建
築
物
に
係
る
維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
す
べ
き
者
は
、
当
該
建

築
物
の
維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
て
、
登
録
建
築
物
調
査
機
関
が
行
う
調
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

登
録
建
築
物
調
査
機
関
が
建
築
物
調
査
を
し
た
建
築
物
に
お
け
る
維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
て
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る

期
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
及
び
勧
告
に
係
る
規
定
は
適
用
し
な
い
。

４

住
宅
事
業
建
築
主
の
新
築
す
る
特
定
住
宅
に
係
る
措
置

イ

住
宅
の
建
築
を
業
と
し
て
行
う
建
築
主
（
以
下
「
住
宅
事
業
建
築
主
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
新
築
す
る
住
宅
で
あ

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ

住
宅
事
業
建
築
主
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の
新
築
す
る
特
定
住
宅
の
戸
数
が
一
定
以
上
の
住
宅

事
業
建
築
主
に
対
す
る
勧
告
及
び
命
令
等
の
措
置
に
係
る
規
定
を
設
け
る
。

三
、
施
行
期
日

一
部
を
除
き
、
一
の
規
定
は
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
二
の
規
定
は
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


